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渡良瀬貯水池（谷中湖）における干し上げ期の水質測定データの取扱いについて 

 

 渡良瀬貯水池における干し上げ期の水質測定データについては、第 11回陸域環境基準専門

委員会（H23.11.8 開催）において以下のとおり取扱うこととされている。 

 

○「水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号）」

において、公共用水域の水質の測定は、生活環境の保全に関する環境基準の関係項

目については、公共用水域が通常の状態（河川にあっては低水量以上の流量がある

場合、湖沼にあっては低水位以上の水位にある場合等をいうものとする。）の下に

ある場合に行なうこととされている。 

○渡良瀬貯水池ではカビ臭抑制のための水質保全対策として人為操作による干し上

げを毎年実施しており、干し上げ期の貯水位は低水位以下となる。 

○干し上げ期の水質データはその他の期間と比べて大幅に高くなり、年毎にばらつき

が大きい。このため、水質の将来予測平均値（COD は 75%値）で示す類型指定の暫

定目標値が、干し上げ期の水質データに多大な影響を受けるとともに、検討する年

度によって、ばらつきが大きいことが予想される。また、干し上げ期の水質データ

を水質の将来予測に利用すると一年間の大半の貯水池の水質状態と類型指定の暫

定目標値に大きな乖離が生じ、実態に合わない目標値となる。 

○したがって、本貯水池の干し上げ期の間（3 月上旬～3 月下旬）の水質データは、

水域類型に係る基準値の達成期間に記載される暫定目標値の算定及び環境基準値

達成の評価から除外する。 

<参考> 水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号） 

第２ 公共用水域の水質の測定方法等  

  環境基準の達成状況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行なう場合には、次の事 

項に留意することとする。 

(1) 測定方法は、別表１および別表２の測定方法の欄に掲げるとおりとする。 

  この場合においては、測定点の位置の選定、試料の採取および操作等については、水域 

の利水目的との関連を考慮しつつ、最も適当と考えられる方法によるものとする。 

(2) 測定の実施は、人の健康の保護に関する環境基準の関係項目については、公共用水域 

の水量の如何を問わずに随時、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目について 

は、公共用水域が通常の状態（河川にあつては低水量以上の流量がある場合、湖沼に 

あっては低水位以上の水位にある場合等をいうものとする。）の下にある場合に、そ 

れぞれ適宜行なうこととする。 

(3) 測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する

場合には、水域の特性を考慮して、２ないし３地点の測定結果を総合的に勘案するも 

のとする。 

参考資料２ 
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＜参考：国土交通省関東地方整備局提供資料をもとに作成＞ 
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